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所管局による、財務状況に係る一次評価の結果 

発言者 内容 

武田課長 それではみなさんおそろいですので、ただ今から、オリンピック・パラリンピ

ック準備局指定管理者評価委員会 3 日目を開催させていただきたいと思います。

前回・前々回に続きまして、オンラインでの開催となります。本日も、委員の皆

さま、お忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

私は、本委員会事務局のオリンピック・パラリンピック準備局大会施設部開設

準備担当課長の武田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

また、事前にですね、直前に申し訳なかったんですけども、前回の審査の前に

先生方からご質問いただいた事項について直前にお送りさせていただきました。

既にご確認いただいているかどうかちょっと微妙なところではあるんですけれ

ども、何か審査にあたってご確認したい点等があれば、会議の中でご意見等をい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、繰り返しになりますけれども、委員の先生方を紹介させていただき

ます。本日も、公認会計士の守泉委員、日本女子体育大学教授の小海委員、公益

財団法人日本レクリエーション協会専務理事の丸山委員、明治大学専任准教授の

澤井委員の 4 名の委員の方にご出席いただいております。 

本委員会は、オリンピック・パラリンピック準備局指定管理者評価委員会設置

要綱に基づいて組織されております。6 月 22 日に開催された指定管理者評価委

員会において、委員長及び議長は、委員の皆様の互選により、守泉委員に決定さ

せていただきました。守泉委員、本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、委員会の運営・進行につきましては、東京都オリンピック・パラリ

ンピック準備局開設準備担当部長の柏原が務めさせていただきます。部長、よろ

しくお願いいたします。 

柏原部長 みなさん、おはようございます。開設準備担当部長の柏原でございます。本日

も大変お忙しい中、お時間を頂戴しまして、どうもありがとうございます。今年

度は都合によりまして、3 回に分けて審議するということになりまして、本日が

3 日目と、3 回目の審議ということになっております。よろしくお願いします。

本日、当局所管の新規恒久及び既存合わせまして 14 施設の指定管理者の財務状

況につきましてご審議いただき、その上で最終的な評価委員会の二次評価を確定

するという作業をお願いすることになっております。皆様の忌憚のないご意見を

頂戴したいと思います。 
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柏原部長 まず、新規恒久 5 施設についての審議をいただきまして、休憩時間を挟みまし

て、既存の 9 施設の審議をいただくということになっております。事務局につき

ましては、私共新規恒久のメンバーは休憩までということになりまして、休憩後、

既存の担当の職員が事務局をさせていただくという予定になっておりますので、

そういう進行でご了解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。な

お、本日の委員会の会議資料及び議事録につきましては、後日 HP で公表するこ

ととなっております。 

議事録につきましては、内容を要約したもので作成したいと思いますが、委員

の皆様のご異議はございませんでしょうか。 

各委員 異議なし。 

柏原部長 はい、ありがとうございます。それでは、議事録につきまして、発言内容を要

約したもので作成をいたしまして、公開に先立ち、後日ご確認をいただくという

ことにさせていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。 

では、これより議事に入らせていただきます。 

モニターをご覧いただきたいと思います。本日の次第でございまして、先程申

し上げましたように、前半で、新規恒久 5 施設、後半で既存 9 施設を、所管局に

よる財務状況に係る一次評価結果の報告の後、財務状況に関する質疑、及び二次

評価確定のための審議という形で進めさせていただこうと思っております。資料

につきましては、ご覧のとおりです。 

それでは、まず新規恒久 5 施設につきまして、所管局による財務状況に係る一

次評価結果の報告をさせていただきたいと思います。 

事務局より、ご報告いたします。 

武田課長 それでは、各施設の財務状況に係る一次評価結果について順番に報告させてい

ただきます。 

財務状況につきましては公認会計士の守泉委員にご協力をいただきまして、確

認をしております。 

資料の 3 を用いまして、5 施設について説明をさせていただきます。こちらの

資料の 3 の、所管局による一次評価結果報告資料の右側の確認事項の欄をご覧く

ださい。 

こちらの、指定管理者である海の森水上競技場マネジメント共同企業体、構成

企業 4 社からなりますけども、こちらの財務状況についての評価となります。経

営状況、経営財務上問題はなく、事業者の健全性は確保されている。一方で、新

型コロナウイルス感染症の影響で赤字となっている団体があるため、今後の経営

環境の推移に注視する必要がある。という評価となっております。 
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武田課長 続きまして、次のページです。こちら、夢の島公園アーチェリー場の指定管理

者であるアメニス夢の島グループの 6 社の財務状況でございます。こちら、上の

ほうですね、経営財務上の問題はなく、事業者の健全性が確保されている。一方

で、新型コロナウイルス感染症の影響で経営が悪化している団体があるため、今

後の経営環境の推移に注視する必要がある、という評価となっております。 

続きまして、カヌー・スラロームセンターです。こちらの指定管理者は、株式

会社協栄、単体となっております。こちらは、経営財務上の問題はなく、事業者

の健全性が確保されている、という評価となっております。 

続きまして、大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場の指定管理者である、アメ

ニス海上南部地区グループ、4 社の財務状況でございます。こちらは、経営財務

上の問題はなく、事業者の健全性が確保されている、という評価となっておりま

す。 

続いて、最後の東京アクアティクスセンターの指定管理者である、事業団・オ

ーエンス・セントラルスポーツ・都水協グループの 4 社の財務状況についてです。

こちらも、経営財務上の問題はなく、事業者の健全性が確保されている、という

評価となっております。 

説明は以上でございます。 

柏原部長 以上、海の森水上競技場から東京アクアティクスセンターまで、新規恒久 5 施

設の一次評価の結果につきまして、ご報告をさせていただきました。 

ただ今の、事務局によります一次評価の報告、あるいは、各指定管理者の財務

状況につきまして、ご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

そういたしましたら、この後、審議に入らせていただきたいと思います。審議

の進行につきましては、委員長であります守泉委員長にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 
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財務状況に係る二次評価の審議【海の森水上競技場】 

 

発言者 内容 

守泉委員長 それでは、順番にやっていきたいと思いますけれども、海の森水上競技場ほか

4 施設について、財務状況を含めまして二次評価の審議を行いたいと存じます。 

まず、海の森水上競技場の二次評価案につきまして、事務局より説明をお願い

いたします。 

武田課長 資料 4 の「オリンピック・パラリンピック準備局指定管理者評価委員会 評価

シート」をご覧ください。こちらはまず、海の森水上競技場のものになります。

代表団体及び構成団体の 2 社については、業績は堅調に推移しているが、野村不

動産ライフ＆スポーツ株式会社については昨年に引き続き営業赤字であり、今期

は更にその赤字幅が広がり借入金も急増しており、親会社である野村不動産ホー

ルディングスの支援動向を注視する必要がある、というところではありますが、

総合評価といたしましては、B で変更なしという風にさせていただいております。 

説明は以上でございます。 

守泉委員長 それでは、海の森水上競技場につきましては、前回までの審議で B 評価となっ

ております。本日の財務状況の内容をふまえまして、何かご意見・ご質問等がご

ざいましたらよろしくお願いいたします。 

いかがでしょうか。 

小海委員 守泉先生が作っていただいたものだと思うんですけれども、もう一つ資料が、

それぞれの代表団体とか、構成団体の財務状況の資料があるんですけれども、そ

ちらの説明はされないで進めるということですか。 

守泉委員長 大きく変わる部分とか、特に説明が必要な部分に関しては、ご説明をしようか

という風には考えております。この海の森水上競技場というのを考えた場合に、

財務という面で見れば、野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社というのが一番財

務上懸念されるところです。そもそも、財務分析とか財務の状況というのを前提

のお話をしますと、実際に指定管理で受けた業者さん、それから、代表団体や構

成団体も含めてなんですけれども、それが、潰れたケースがあって混乱したケー

スがあるのかっていうのが、やはりまずは懸念されるとこだと思います。特に、 
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守泉委員長 このコロナ禍ではそういうことが現実問題としてあり得る可能性がある。私の知

っているところですと、東京都の指定管理の事例では、構成団体が潰れたケース

があります。構成団体が潰れた結果として、そこの業務に関して、代表団体がそ

この業務を引き継ぐということで、対応したという事例があります。それ以外の

事例としましては、北海道でも同じような事例というのを聞いてまして、代表団

体が潰れたというかそれで、業務を返上したケースというのが、違う市ですかね、

千葉県ですかね、で、1 件事例があります。実際に、こういう風に事例が生じた

場合には、まず、状況の大きさにもよりますけども、基本線としましては、もう

一度議会にかけて指定管理の選定っていうのをやり直すケースや、それから、業

務の部分を、その指定を出した自治体がもう一度引き継いで戻すという作業が必

要な場合もあります。しかし、それが例えば、構成団体の一部が破綻したという

ような軽微な場合にはそこまでの処理をしなくても事務上の対応でなんとかで

きるというような事例がございます。今年度の評価の中で今一番問題になってい

るのが、小海先生もよくご存知のように、スポーツ施設なんですね。スポーツ施

設で会社によって、会社の体力とか経営努力によって大きく評価が分かれていま

す。今回のところで言いますと、この野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社って

いうのは、かなり経営が悪化しています。それは、コロナ禍以前の状況のときか

ら、赤字になっています。コロナ禍以前の状況というのが、事業者の健全性のと

ころとして、私がもう少し細かく書いてあるところにお示しをしてあるんですけ

れども、かなり悪化しています。ただし、そういう状況であっても、親会社が野

村不動産ホールディングスということなので、そこが今現在経営を支援している

状況ですので、親会社がどういうような意思決定をしていくかによって変わって

くるという状況です。かなり例えば、業績が悪くてどうしようかというような場

合には、親会社がホールディングスですから、上場企業とかの場合には、四半期

報告書というのを出してまして、四半期毎に色々なことが書かれています。です

から、そこのものを今後細かく見ていって、どういうような支援の状況になるの

かというところを今後細かく見ていかなければいけないんですけれども、本件の

中では、この野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社っていうのが、かなり状況は

悪いですよね。売上高としては、3 分の 1 が飛んでしまっているという状況です

ので、その辺の状況が結構ここに細かくは書くようにはしています。ですから、

それを受けて「これはどうなんだ」というご質問があれば、今回の中でどんどん

言っていただいて、私が分かるところでは、ないし、私が分析した中ではご説明

したいと思います。いかがでしょうか。 

小海委員 すみません、ありがとうございました。大丈夫です。 
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守泉委員長 よろしいですか。 

他に何かみなさん、財務だけではなくて、今回の B 評価と内容に関していかが

でしょうか。それぞれの委員の方が書かれた内容の中で、「いや、これはこういう

意味だ。」とか「こういう部分を付け加えたい。」とかっていうことでも結構です

が、何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

丸山委員 ありがとうございました。 

守泉委員長 どうですか、ご意見ありますか。 

丸山委員 結構です。ありがとうございました、色々。 

守泉委員長 ただ今ご意見いただいた内容につきまして、評価の部分に関しては特に何もご

ざいませんでしたので、B 評価のままということで記載内容に関しても特にはな

かったということで、この記載内容ということで決定させていただきたいと思い

ます。この内容で、よろしくお願いいたします。 

守泉委員長 ちなみに、その他のところの部分で、私の方が質問した部分とかに関して回答

いただいているんですけども、その辺はみなさんよろしいでしょうか。メールで

回答が、事務局のほうが調べた内容が示されてますけども、何か問題はないです

か、よろしいですか。はい、ありがとうございました。この施設に関しては、こ

れで終わらせていただきます。事務局のほうどうぞ。 
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財務状況に係る二次評価の審議【夢の島公園アーチェリー場】 

 

発言者 内容 

武田課長 夢の島公園アーチェリー場の説明をさせていただきたいと思います。 

こちらも、資料 4 のところです。内容としましては、日比谷花壇グループを中

心とする構成であるが、その母体である株式会社日比谷花壇の業績がコロナ禍の

ため一転悪化しており借入金の急増により財務の健全性が低下している、という

ところですが、総合評価といたしましては B のままです。変更なしという風にさ

せていただいております。 

説明は以上でございます。 

守泉委員長 はい、ありがとうございました。 

それでは、夢の島公園アーチェリー場につきまして、前回までの審議と現在の

説明をふまえまして、審議をしたいと思いますが、前回のところで B となってお

ります。本日の財務状況の内容に関しては、ここのところというのは、アズビル

というのは上場企業で、さすがにこういう状況であっても細かいところで非常に

努力をされているなという風に思います。日建総業に関しては、多少は悪くなっ

ていますけども、やはり上手くやってきているなと、74 百万円の雑収入というの

が、「助成金等と想定されている」という風な書き方をしたんですけれども、内容

の説明、記載がないんですね。ところが、大体、今回政府の助成金とか補助金等

をいただいている場合には、雑収入という風に入れているところが多いです。な

いしは特別利益という形で入れているところがあります。これらの補助金・助成

金に関しては、実はきちんと計上するとともに、法人税の対象になっているんで

すね。ですから、そういうところが入れてあります。このグループで問題なのは、

日比谷花壇という元々の日比谷花壇グループの母体のところです。ここのところ

が、今期が売上が前期に比べて 4 割程、ですから、かなり落ち込んできている。

日比谷花壇に関しては、元々、日比谷公園の中にお店がありますけども、それ以

外に関西も含めてオンラインショップというのをやっているんですね。それは、

かなり力を入れてきているんですけども、通常であればそういうところを含めて

コロナ禍の影響があんまりこれ程影響は無いような業種といえば業種なんです

けれど、やはり花が売れていないんでしょうね。一つは、葬儀関係のところが縮

小しているというのがあります。 

守泉委員長 それに関しては、確実にやはり売れなくなってきているというのがございますけ

ども、それ以外の何か結婚式とかそういう式に関してのものが、縮小している影
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響を受けて、やはりかなり悪化しているという風に思いますけども、ここのとこ

ろが現在の主力というのが株式会社日比谷アメニスが色んなことを運用してい

まして、日比谷花壇は元々の母体という形でやっている状況ですので、グループ

全体としては支援していくということがあるのと、今期が赤字、それまでは全然

問題はなかった状況ですので、全体としてはここの「経営状況に注視する」とい

う記載がありますけども、今のところは大きな懸念はないのではないかという風

に思われます。それ以外の部分に関しては、先程記載のとおりです。何かご質問・

ご意見とかあればよろしくお願いします。 

ご意見等が無いようでしたので、夢の島公園アーチェリー場の二次評価は別紙

のとおりという風にさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

ご意義が無いようですので、別紙のとおり二次評価は B ということにさせてい

ただきたいと思います。 

  



9 

 

 

財務状況に係る二次評価の審議【カヌー・スラロームセンター】 

 

発言者 内容 

守泉委員長 続いて、カヌー・スラロームセンターの審議に入ります。二次評価につきまし

て、事務局より説明をお願いいたします。 

武田課長 カヌー・スラロームセンターの説明をさせていただきます。資料の 4 をご覧く

ださい。代表団体の財務状況は安定的に推移しており、総合評価としては、B 評

価ということにさせていただいております。説明は以上でございます。 

守泉委員長 ありがとうございます。 

カヌー・スラロームセンターにつきましては、前回までの審議で B 評価となっ

ておりまして、本日の財務状況の内容につきましては、今示していただいている

んですけれども、やはり協栄さんの業務としましては、売上は多少はやはり影響

を受けて下がってきていますけども、その分、やはり経費の削減等の経営努力に

よって当期の純利益で見ますと、前期が 129 百万円が当期が 136 百万円と、逆に

利益を伸ばしている形ですね。上手くバランスよく現在乗り切っているところな

のかなと。ただし、今後の状況としましては、やはりビル清掃・警備関係という

のがどちらに動いているのか、今現在オリンピック関係が開催されて、それの影

響でやはりこういう業務というのが増えていって売上を伸ばしていくのか、それ

とも、全国的な影響も受けて多少この部分がこの期の決算と同じような形でマイ

ナスの影響を受けるのかは定かではないんですけども、少なくともこの最初のコ

ロナ期のところを上手く乗り越えているところだなという風に思います。 

以上でございますが、何かございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

丸山委員 結構です。 

守泉委員長 ご意見等が無いようですので、カヌー・スラロームセンターの二次評価案につ

いては、別紙のとおり、当初のとおりの B ということにさせていただきたいと思

います。 
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財務状況に係る二次評価の審議【大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場】 

 

発言者 内容 

守泉委員長 続いて、大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場の審議に入らせていただきま

す。二次評価案につきまして、事務局よりご説明をお願いいたします。 

武田課長 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場、資料の 4 をご覧ください。主に日比谷

花壇グループによる構成であるが、財務状況は堅調に推移していおり、総合評価

についても B のままとさせていただいております。 

説明は以上でございます。 

守泉委員長 ありがとうございました。 

大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場につきましては、前回までの審議で B と

いうこと、それから、財務分析のところに関して今、示されていますけれども、

これも日建総業以外は、3 社は日比谷花壇のグループで、この中には日比谷花壇

は入ってないんですね。太陽スポーツ施設、ここはスポーツの施設の工事関係を

主にやっているので、管理部門のところとしては多少売上が落ちる部分はあるの

ですけれども、工事が結構堅調になっているということで、売上高が多少は落ち

てはいますけれども、当期純利益は昨年の 61 百万円から 33 百万円と半分くらい

にはなっておりますけども、堅調に推移をしているという状況でございます。エ

コルシステムに関しては、システム関係の開発等がメインでして、昔は売上高が

非常に小さかったんですけれども、今は非常に日比谷花壇グループの中だけでは

なくて、他のお客さんもいらっしゃるんでしょうかね。結構売上がずっと伸びて

きて、今期も非常に良い成績で推移をしているということでございます。ですか

ら、財務上としましては、日比谷花壇グループの構成であり、特に問題は見られ

ないというような評価とさせていただきました。これをふまえまして、みなさん

のご意見・ご質問何かあればよろしくお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

ご意見等が無いようですので、大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場の二次評

価は別紙のとおり B とさせていただきたいと思います。 

ありがとうございました。 
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財務状況に係る二次評価の審議【東京アクアティクスセンター】 

 

発言者 内容 

守泉委員長 続いて、ちょっと早いかもしれないですけれども、東京アクアティクスセンタ

ーの審議に入らせていただきます。二次評価案につきまして、事務局よりご説明

をお願いいたします。 

武田課長 再び資料の 4、東京アクアティクスセンターの評価シートをご覧ください。代

表団体においては今回のコロナ禍以前から今期まで 4 期連続正味財産増減額（民

間企業で言う当期利益）が赤字となっており、公益財団として収益源が確実に確

保されているものの、懸念材料とされる。構成団体は概ね健全な財務状況であり、

セントラルスポーツ株式会社においても業界団体全体の経営悪化の中でも堅実

な業績を維持している、ということで、総合評価としても B のままという風にさ

せていただいております。 

説明は以上でございます。 

守泉委員長 ありがとうございました。東京アクアティクスセンターにつきまして、前回ま

での審議では B 評価、それで、財務評価のところ、ここは少し私のほうが説明を

加えたほうが良いと思います。 

まず、代表団体の公益財団法人東京都スポーツ文化事業団、これは他の既存の

施設でもよく出てくるんですけども、まず一つは 4 期連続赤字なんですね。この

4 期連続赤字の性質の部分が実はここまでの部分と今回の部分とは少し違う可能

性があります。というのは、実は管理団体は、これまでは赤字だからといって必

ずしも業績の問題というだけではなくて、東京都の管理団体はここも含めて公園

協会もそうなんですけども、かなり財務的に安全性が高いというか財務的に厚い

構造だったんですね。それで、東京都の指導といいますか、何かそういうのがあ

ったんでしょうかね。内部留保が多すぎるので、内部留保を少し軽くしたほうが

良いでしょうと。管理団体としてあまりお金を貯め込むのはどうなのかという意

見もあったようなんですよね。そういうので、やはり財務上、少しキャッシュを

吐き出すというようなことをやっていた時もあります。ところが、今期のところ

を見ていきますと、今期はそれどころではない状況になってきているというの

で、4 期連続赤字といっても、その赤字の中身の意味がまず少しは違うでしょう

というのが一点です。 
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守泉委員長 それから、実際にここに書いたんですけども、体育施設利用料の収益が半減して

受取の都の負担金の減少する中で、指定管理料の部分、それから受取調査受託金

収益という都から入ってくるところですが、これは増加さしてるんですね。とこ

ろが、経常収益全体としては減少して、それに見合って事業費も大幅に減少して

いる。こういうような団体の場合に、売上である収益の部分が減少している場合

には、事業費も減少するのは当然なんですけど、管理費に関しても減少させるの

が普通なんですけど、ここのところが管理費の部分の福利厚生費が大幅に増えて

いる、これはコロナ対策等でかかるのは、あり得るかもしれないんですけど、給

与の手当が大幅に増加しているというのは、あまりちょっと事情としては考えら

れないんですよね。あるとすれば、コロナ対応とかそれからオリンピックの延期

対応したことで業務が逆に増えてしまう。それに対しての給与の部分が増え、残

業等が増えて、増えたということは考えられるんですけども、他の民間の企業さ

んの場合には、やはりここの部分も下がってきているんですよね。ですから、こ

このところは、少しどういうことなのかということを検討しなければいけない部

分なのかなと思います。これに伴って、スポーツ普及振興積立資産というのが 17

百万円、元々積み立ててあった部分なんですけども、それを取り崩していたり、

退職の積立金の取り崩し等のことで対応しているために、資金繰り上は今のとこ

ろ問題はないです。ただし、この時期に預金として 1 億円程を普通に何かがあっ

た時のために手元で持っているというのが戦略的には普通なんですけども、これ

を投資有価証券ということで他の有利なものに振り替えてきている。この金融商

品がどういう金融商品なのかが不明なので、事務局のほうでもこの辺がどういう

ことでリスクはないのかということは調べておいていただければありがたいん

ですけども、通常は何かがあった時のために預金等で持っていて、すぐに対応で

きるようにしておくことのほうが多いと思うんですけど、ちょっとこの動きが読

めない部分があります。 

次にいきますと、オーエンスに関しては特には問題はございません。もう一つ

注目されたいのは、セントラルスポーツです。売上高というのが、これ見ていた

だくと分かるように、大幅に売上高が減ってます。それに伴って経常利益も大幅

に減ってまして、税引前の当期は純損失に、赤字に転落をしています。ところが、

経常利益の段階でこの業界って結構今期の時には、赤を出してるんですけど、よ

く上手くコスト削減で踏みとどまった企業かなという風に思います。新型コロナ

感染症の対応による損失というのが 2,898 百万円、かなりの金額を、損失を受け

ています。 
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守泉委員長 これが今期の赤字の原因という風になっていますけども、それに対して、ここは

不測の事態に備えた形で流動比率という短期の資金繰りの部分ですね、それが

100%超えている。つまり、何かの時のために資金繰りがきちっとできるように備

えているというのが見られます。これは恐らく財務的に借入をして実際に見ます

と短期と長期の借入金が大幅に増加していますので、あらかじめそういうことで

銀行と調整して借入をして、それで何かがあった時でも資金繰りに困らないよう

にという準備をきちっとされているのかなという風に思います。それ以外のとこ

ろでも、下のところで赤字の、収益を生まない資産に関してはいち早く対応した

努力の跡が見られます。スポーツクラブ施設用の不動産賃貸借契約に伴う現状回

復義務等である、もしこのスポーツクラブ施設を借りていて撤去する場合には、

現状回復の時、お金を払わなければいけないので、その部分を資産除去債務とし

て通常計上するんですね。それが流動負債に計上されていないということは、短

期的には、この一年以内の中では、どこか撤退するようなところは想定されてな

いんだろうと、長期的にはそういうことの可能性は、これはどこでもありますの

で計上しますけども、短期的にはそういうようなものはないんだろうということ

で、現状のままである程度はいけるという風に考えていらっしゃるのかなという

風に思います。ここは、ですから、1 という評価にしたんですけども、スポーツ

業界でもさすがにここは踏みとどまってるなという風に思います。 

公益財団法人の水泳協会に関しては、特に言及すべきものはございません。 

以上の結果、総合評価としましては、スポーツ文化事業団に関しては収益源が

確保されていて安定的とは言えるんですけども、4 期連続赤字というものはちょ

っと懸念がされる。それからセントラルスポーツには、業界的にはかなり売上が

下がったものの、堅調な業績を維持したという表現にさせていただいておりま

す。これをふまえまして、他の部分の記載に関してご質問・ご意見等がございま

すでしょうか。よろしいですか。 

ご意見等が無いようですので、東京アクアティクスセンターの二次評価、別紙

のとおりの、管理状況・事業効果、総合評価 B ということにさせていただければ

と思います。 
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全体整理 

 

発言者 内容 

守泉委員長 ちょっと早いのかもしれないんですけど、それでは、本日予定されていました

新規恒久施設につきまして、二次評価の審議が終了ということなんですが、必要

があれば、再度、評価につきまして確認・整理を行いたいと思いますし、全体と

いうところでも結構ですが、何かあればご質問・ご意見等をお聞かせいただきた

いと思います。いかがでしょうか。 

小海委員 評価に関しては問題ないと思います。別の質問なんですが、今後のことを分か

らないところがあるので聞きたいんですけど、このお送りいただいた委員の質問

の答えの中のアクアティクスセンターの中で、「グランドオープンの具体的計画

は」というところで、撤去工事が令和 4 年の 3 月までで、東京都の減築工事が約

1 年で、令和 5 年 3 月中旬施設引き渡し予定となっているんですけど、この指定

管理の期間は令和 5 年の 3 月 31 日で終わると思うんですが、その辺の、他の施

設もどんな感じで引き渡されて、次使えるのかというのをちょっと教えていただ

けると、と思いました。 

守泉委員長 事務局のほう、回答お願いします。 

武田課長 はい。そうですね、他の施設もですね、一律に指定管理期間というのは令和 5

年の 3 月末までとなっております。その前に、来年度早々から次期指定管理者の

公募手続きというのを進めさせていただく予定となっております。そうすると、

指定管理者の次の選定と手続き等を来年の夏に選定を行って、秋頃には議会に指

定管理の指定の議決をいただくという、そんな流れを今予定しております。なの

で、このグランドオープンの時には、それが 3 月の末になれば今の指定管理者の

ままなんですけども、それが 4 月以降になれば次期指定管理者により再開業の時

の準備に当たっていただくという、そういった流れになるかと見込んでおりま

す。 

以上でございます。何かご不明な点があればお願いします。 

小海委員 ありがとうございます。変わる可能性もあるということですよね。 

武田課長 はい、公募による施設でございますので、ここはまた規則に則って決めていき

たいと思います。 

小海委員 はい、了解しました。 
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守泉委員長 他の委員の方、何か、何でも結構ですが、いかがでしょうか。 

私の財務のところで、足りない、これはどういうことなんだということでも結

構ですので、いかがでしょうか。 

よろしいですか。 

ご質問が無いので、これまで審議いただいた内容のとおりといたします。進行

を事務局にお戻しさせていただきます。 

柏原部長 守泉委員長、どうもありがとうございました。 

私共ですね、新規恒久の担当が以上、ここまでということになりまして、委員

の先生方にはご審議を頂戴いたしまして誠にありがとうございました。この間に

頂戴いたしましたご意見ですとかご指摘をふまえまして、今後の評価のとりまと

めを行いますとともに、引き続き、施設の管理・運営につきまして取組んでまい

りたいと思います。 

本当にどうもありがとうございました。 

なお、恐れ入りますが、この後休憩を挟みまして、引き続き既存施設のご審議

をお願いすることになりますのでよろしくお願いいたします。 

では、ちょっと早いんですけども、ここから休憩にいたしまして、10 時 30 分

から議事のほうを再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

では、ここで失礼いたします。どうもありがとうございました。 
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所管局による、財務状況に係る一次評価の結果 

発言者 内容 

平澤課長 それでは定刻となりましたので、ここからは、既存施設についてご審議のほう

をお願いしたいという風に考えております。改めまして私は、オリンピック・パ

ラリンピック準備局スポーツ推進部施設管理担当課長の平澤でございます。新規

恒久施設に引き続きまして、よろしくお願いいたします。それでは、ここからの

委員会の運営・進行につきましては、東京都オリンピック・パラリンピック準備

局スポーツ推進部長の鈴木が務めさせていただきます。鈴木部長、よろしくお願

いいたします。 

鈴木部長 スポーツ推進部長の鈴木でございます。皆様、大変お忙しいところ、この評価

委員会にご出席いただきましてありがとうございます。新規恒久施設に引き続き

まして、既存施設のほうでございますが、忌憚のないご意見をお願いできればと

いう風に思います。それでは、早速でございますが、所管局による財務状況に係

る一次評価につきまして、事務局よりご報告を申し上げます。 

平澤課長 それでは、各施設の財務状況に係る一次評価結果につきまして、順番に私のほ

うから報告をさせていただきます。 

新規恒久施設と同じく、財務状況につきましては公認会計士である守泉委員長

にご協力をいただきまして、確認をしております。 

それでは資料 3 を用いまして、既存施設 9 施設について説明をさせていただき

ます。 
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所管局による、財務状況に係る一次評価の結果【東京体育館】 

発言者 内容 

平澤課長 まず東京体育館でございます。東京体育館の管理状況の中の適切な財務運営・

財産管理の(1)収支状況（安定的な運営）の項目でございます。こちらの評価結果

は、三角印ということで、東京体育館については水準を下回るという結果になっ

てございます。こちらに関しましては、東京体育館の運営を行っております代表

団体がスポーツ文化事業団、そして株式会社ティップネス、オーエンス、この 3

社の財務状況の評価という結果になってございます。先程の新規恒久施設の中で

もスポーツ文化事業団についてはご質問をいただいているという風に聞いてお

りますので、そこの部分については割愛させていただきます。こちらでは株式会

社ティップネスでございますけれども、新型コロナの影響を受けまして、令和 2

年度は赤字というようなことで 2 期連続の赤字というようなことになっておりま

す。特別損失などもございまして、財務状況としましては親会社である日本テレ

ビホールディングスの支援を受けているというような状況もございまして、収益

性の悪化がみられるというような状況でございます。そういった状況もふまえま

して、総合評価としては、脆弱性が認められるという評価を守泉委員長からいた

だいています。その結果をふまえまして、元の資料でございますが、収支状況（安

定的な運営）という項目については三角の印という風にしております。評価の内

容につきましても、今申し上げたような点を端的に示させていただいておるとこ

ろでございます。 

加えまして、財務状況ではございませんが、前回から修正させていただいた点

がございますのでその点も説明させていただきます。事業効果の項目の、事業の

取組の(6)利用者の満足度の項目であります。前回はここを二重丸という風にして

お示しさせていただいておりましたが、アンケートに基づいて評価するというと

ころで、満足度は高いというところではありましたが、サンプル数が低いといっ

たところで、その中での二重丸という評価については一重丸に修正するというお

話をさせていただいておりましたので、そちらは反映しているところでございま

す。 

以上の結果を反映いたしまして、この表の右上にございます一次評価の結果で

ございますが、得点が 34 点、前回 36 点としておりましたが 2 点減って 34 点と

いう風にしてございます。標準点と同じ点ということで一次評価 B といった点は

変わってございません。東京体育館については以上でございます。続けて各施設

の説明をさせていただきます。 
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所管局による、財務状況に係る一次評価の結果【駒沢オリンピック公園総合運動場】 

発言者 内容 

平澤課長 続いて駒沢オリンピック公園総合運動場でございます。こちらの管理状況の適

切な財務運営・財産管理の(1)収支状況でございます。こちらは構成団体が東京都

スポーツ文化事業団と、株式会社オーエンス、一般社団法人東京都レクリエーシ

ョン協会という 3 団体となっております。東京都レクリエーション協会について

は、かろうじてではあるが黒字ということではございますので、単体としては評

価 1、良好であるという評価もございまして、案としての総合評価は 1、良好で

あるという評価になってございます。その点をふまえまして、こちらの一次評価

に関しましても丸ということで水準どおりという評価となってございます。こち

らは前回お示ししたものと変わっておりませんので、一次評価の得点並びに B 評

価という点も変わってございません。駒沢については以上でございます。 
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所管局による、財務状況に係る一次評価の結果【東京武道館】 

発言者 内容 

平澤課長 続きまして、東京武道館でございます。東京武道館に関しましては、構成団体

が、東京都スポーツ文化事業団と株式会社ティップネスの 2 社でございます。テ

ィップネスは先程申し上げた状況というようなところもございまして、守泉委員

長からの総合評価が 0 ということで、脆弱性が認められるという評価をいただい

ております。その結果を一次評価に反映いたしまして、収支状況の部分でござい

ますが、前回丸としておりましたが、三角といった評価にしてございます。評価

の内容や指定管理者の財務状況についても今申し上げたような内容を端的に記

載させていただいておりまして、右上の一次評価の結果でございますが、得点が

34 点、前回よりも 1 点減って 34 点という評価になっております。B という評価

結果は変わっていない状況でございます。東京武道館は以上でございます。 
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所管局による、財務状況に係る一次評価の結果【東京辰巳国際水泳場】 

発言者 内容 

平澤課長 続きまして、辰巳国際水泳場でございます。構成団体としては東京都スポーツ

文化事業団と、株式会社オーエンス、セントラルスポーツ株式会社、東京都水泳

協会という構成になってございます。こちらは新規恒久施設のアクアティクスセ

ンターと同じ構成となってございます。こちらも先程詳細については説明をいた

だいたという風に聞いてございまして、総合評価としては 1、良好であるという

守泉委員長からの評価をいただいてございます。その結果を一次評価の中で反映

いたしまして、適切な財務運営の(1)収支状況の部分については丸という水準どお

りという評価の結果で前回と同じでございます。その結果、一次評価の得点 36

点、一次評価結果 B といった点は変わってございません。 
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所管局による、財務状況に係る一次評価の結果【有明テニスの森公園テニス施設】 

発言者 内容 

平澤課長 続きまして、有明テニスの森公園テニス施設でございます。こちらに関しまし

ては構成団体が東京港埠頭株式会社と、公益社団法人日本テニス事業協会でござ

います。東京港埠頭株式会社に関しましては、公的事業も多く手掛けていて収益

力も高く、財務的には安定しているという評価をいただいております。そして公

益社団法人日本テニス事業協会に関しましても公益社団としてほぼ収支均衡の

経営をしているというところで、総合評価としては 2 という評価で、極めて優れ

ているという評価を守泉委員長からいただいております。 

ここで、先日お送りした資料からの訂正がございまして、適切な財務運営の項

目で、先日お送りした資料ではここのところが前回と同じ一重丸のままでお送り

してしまっておりましたが、守泉委員長からは極めて優れているという評価、2

点の評価をいただいておりますので、ここを一重丸から二重丸に修正をさせてい

ただきたいと思います。すみません、事前の資料の修正が漏れておりまして申し

訳ございません。スクリーンに映し出しているものが最新のものでございまし

て、この二重丸という点数を評価結果に加えますと、右上の一次評価結果の得点

が 35 点ということになってございます。一次評価結果の B といったところは変

わらずという状況になってございます。 

  



9 
 

 

所管局による、財務状況に係る一次評価の結果【若洲海浜公園ヨット訓練所】 

発言者 内容 

平澤課長 続きまして、若洲海浜公園ヨット訓練所でございます。こちらの構成団体は東

京港埠頭株式会社と株式会社ティアンドケイ、そして特定非営利活動法人マリン

プレイス東京の 3 団体でございます。こちらの評価結果としましては、東京港埠

頭株式会社については先程申し上げたとおりというところと、NPO のマリンプ

レイス東京も財務的には良好ということになってございますが、もう一つの構成

団体の株式会社ティアンドケイに関しましては今期赤字というところと、借入金

も急増しているというところで、経営状況については今後注視する必要があると

いった評価をいただいております。総合評価としましては、良好であるという 1

という評価をいただいております。 

ここで補足の説明でございますが、この若洲に関しましては、ヨット訓練所と

若洲の公園の 2つを 1 つの指定管理者を選定いたしまして委託をかけているとい

う状況になってございまして、株式会社ティアンドケイについてはヨット訓練所

ではなく公園部分と、ゴルフ場の運営をおこなっているところでございまして、

ヨット訓練所とは直接関わりはない会社ということになってございます。ただ団

体としてはこの 3 つの団体が指定管理を受けているというところで総合評価とし

ては守泉委員長からいただいている 1 という良好であるという結果を一次評価に

反映いたしまして、(1)の収支状況に関しましては丸といたします。得点について

は前回と変わらず 35 点、評価結果は B という前回と同じ内容でございます。 
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所管局による、財務状況に係る一次評価の結果【武蔵野の森総合スポーツプラザ】 

発言者 内容 

平澤課長 続きまして武蔵野の森総合プラザでございます。こちらに関しましては構成団

体が 5 団体ございます。東京スタジアムに関しましては 2 期連続赤字といったと

ころです。構成団体の中で新型コロナの影響を受けたのがシミズオクト、こちら

も施設のイベントの運営などを請け負っている企業でございますが、こちらも赤

字というところと、株式会社東京ドームスポーツ、こちらはトレーニングジム等

の運営を担当しておりますが、この 3 社に関しましては赤字といったところで今

後も収益の圧迫のリスクがあるという評価になってございます。一方で建物の管

理などを請け負っている株式会社京王設備サービスと東京ビジネスサービス株

式会社、この 2 社に関しましては堅調な業績結果を出しております。そして個々

の評価としては極めて優れているという評価となってございます。この 5 団体の

総合評価でございますが、赤字企業が 3 社あるというところもございまして、脆

弱性が認められるという 0 という評価をいただいております。この評価結果を一

次評価に反映いたしまして、適切な財務運営の項目の(1)収支状況に関しては、三

角ということで水準を下回るということになってございます。この結果を得点の

ところに反映いたしまして、前回 35 点の得点がございましたが、1 点マイナスし

て 34 点となっております。一次評価 B という結果は変わっておりません。 

  



11 
 

 

所管局による、財務状況に係る一次評価の結果【東京都障害者総合スポーツセンター】 

発言者 内容 

平澤課長 続きまして東京都障害者総合スポーツセンターでございます。こちらは構成団

体が 1 団体というところで公益社団法人東京都障害者スポーツ協会でございま

す。こちらに関しましては安定的に運営をされているというところと、前期まで

の 2 期連続の赤字から今期は黒字化しているというようなところもございまし

て、評価としては良好である 1 点という評価になってございまして、1 社である

ことから総合評価に関しましても 1点という評価をいただいているところでござ

います。この結果を一次評価に反映いたしまして、適切な財務運営の(1)の項目も

丸のままということになってございます。得点並びに一次評価に関しては変更な

しということで、得点 34 点と B 評価といった結果になってございます。 
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所管局による、財務状況に係る一次評価の結果【東京都多摩障害者スポーツセンター】 

発言者 内容 

平澤課長 続きまして東京都多摩障害者スポーツセンターでございます。こちらも運営団

体は公益社団法人東京都障害者スポーツ協会でございますので、先程申し上げた

結果と同様ということになっておりまして、一次評価の結果も変わらずというこ

とで、得点 34 点、一次評価結果は B といった点は前回と同様、変えていないと

いう状況になってございます。説明は以上でございます。 

鈴木部長 ありがとうございます。駆け足でございましたが、一次評価の結果についての説

明は以上でございました。全体を通じましてご質問等ありましたら、お願いをい

たします。評価につきましてはこの後の審議で色々ご議論いただくんですけれど

も、今の一次評価につきましてご質問があればお願いをいたします。いかがでご

ざいましょうか。よろしいですかね。 
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財務状況に係る二次評価の審議【東京体育館】 

 

発言者 内容 

鈴木部長 それでは特にご質問がなければ審議の方に入らせていただきたいと思います。

審議の進行は委員長に交代をさせていただきます。守泉委員長よろしくお願いい

たします。 

守泉委員長 施設につきまして、財務状況をふまえました、二次評価の審議を行いたいと思

います。先程の 5 施設と多少違う部分というのが、財務的な部分としましては結

構リスクが先程のところよりも大きい部分がございます。それとともに、後でご

説明はしますが、指定管理者業務として東京都のほうが出しているお金に対し

て、どのように使われているかというところの部分が、各施設について黒であっ

たり赤であったりそれぞれ違いますので、その部分の違いというのも財務に関連

しまして私のほうから説明を加えていきたいと思います。 

それではまず、東京体育館の二次評価案につきまして事務局より説明をお願い

いたします。 

平澤課長 それでは二次評価案について事務局から説明させていただきます。前回から変

更を加えた点をスクリーンでは赤字で表示させていただいております。その変更

点を説明させていただきたいと思います。管理状況に関しまして、守泉委員長と

澤井委員から意見をいただいてございます。守泉委員長からは、代表団体におい

ては今回のコロナ禍以前から今期まで 4期連続赤字ということの指摘がございま

した。継続するコロナ禍にあって懸念材料であるということ。構成企業であるテ

ィップネスに関しても、コロナ禍の影響が著しいといったところで、先程もおっ

しゃりましたように親会社である日本テレビホールディングスの動向に留意す

る必要があるといったご意見をいただいております。また、澤井委員からは事業

者の財務に脆弱性が認められるということで、フィットネス事業について新型コ

ロナの感染の動向や「新しい生活様式」に適合したサービス形態、ビジネスモデ

ルを考えていく必要があるというご意見をいただいているところでございます。

総合評価に関しましては、4 人全員の委員から B 評価で変わらずといった結果を

いただいているところでございます。事務局からは以上でございます。 

守泉委員長 ありがとうございました。それでは東京体育館につきまして、前回までの審議

で B 評価となっており、一部その根拠につきましては修正がありましたが、評価

に関してはそのままです。本日の財務状況の内容をふまえまして、まず私のほう

から説明をしたいと思うんですけれども、 
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守泉委員長 財務の資料の右の参考の部分を見ていただきたいんですけれども、参考の指定管

理者業務収支状況の下のところの収支差額を見ていただきたいんですけれども、

計画と実績のところ見ますと、東京体育館に関しては 100 万円ほどの収支差額、

赤が出ていると。これを見ますと収入のほうは、逆に計画より実績の方を増やし

ているんですね。ところが、支出のほうがそれ以上にかかっているので、この指

定管理業務全体としましては 100 万円の赤字となっているということです。それ

を受けまして、これを実施した各団体の財務状況に関して、左側に示してありま

す。左側のところでスポーツ文化事業団に関しては先程お話をしたとおりなんで

すが、もう 1 つお話をしていないところがティップネスです。先程のセントラル

と大きな違いが生じています。まずティップネスに関しては日本テレビホールデ

ィングスの完全子会社であるという。テレビ局の完全子会社なので、安全なのか

なという風に思うと、実は最近テレビ局というのが広告宣伝等に関してはなかな

か、かつてのような隆盛を誇る状況ではなくなりまして、テレビ局はむしろ通販

関係で結構利益を得ている。通販や不動産関係とか、そういうところの通常のテ

レビ業務の広告収入とは違うような形のものがかなり影響受けてまして、日本テ

レビの業績が良いというのは、その通販関係が結構良いんですよね。その中で、

完全子会社として持っているティップネスに対して、どれだけ持っている意味が

あるのかということを改めて考える必要がある状況にあるのかなと。令和 2 年度

の売上高になりますと、ここで大幅に売上が減ってきているんですね。それで、

さらにティップネスに関しては前期も赤字、つまりコロナの影響がないところで

も赤字で、今回コロナの影響がある場合には、税引前当期純利益がさらに大幅な

赤字となっているという状況がございます。そのために、財務数値に関しても非

常に悪い状況が続いていると。さらに後に書いてあるんですけれども、この中で

下から 4 行目のところに、重要な後発事象という表現があります。これは監査論

や会計の言葉でして、財務諸表の作成をするのが、ティップネスの場合 3 月決算

ですから 3 月 31 日なんですね。決算が締まった後に財務諸表を作成をして、今

期のところで提出をしているということなんですけれども、3 月 31 日には無か

ったことであっても、財務諸表の作成に記載ができるような重要な出来事があっ

た場合には、重要な後発事象として財務諸表上に記載をするというルールがあり

ます。今回はこのティップネスに関してはその記載がございました。その内容に

関しては、決算期後の 2021 年 4 月に親会社から 40 億の長期の借入が実行され

ているということです。ということは、当面は親会社からのお金で資金繰りに関

してはやっていくんでしょうね、ということがございます。 
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守泉委員長 ところが、ここのところは私の評価、1 にしないで 0 になっているというのは、

グループ全体と見たときに、先程のセントラルのような業界 1 位のところで、自

らの力でやっていけるようなところは別なんですけれども、ティップネスは、ご

存知のように少し低価格路線でやってきていまして、かなりの店舗で中止や廃止

というのがかなり行われています。その中で何とか緊急融資は対応したのです

が、今後グループ全体としてここを持っていく意味があるのかどうなのかという

のが、当然経営層の中では検討される可能性はありますよね、ということがあり

まして、この支援があるから 1 という風にはしないで 0 にしたという経緯がござ

います。それとともに、先程右に示した指定管理者業務収支状況に関して、都が

ある程度の手厚い支援をしていながら、多少赤字に留まって、それにもかかわら

ず、左側の各企業に関しては、それ以上に本業の部分の影響もあって、赤字幅が

広がってきているという、このバランスを考えまして総合評価をあえて 0 という

形にさせていただき、先程のところで事務局でも三角がついているという状況で

ございます。これが財務の部分でございます。それ以外のところに関しましては、

先程の資料のほうを見ていただきたいと思うのですが、それらをふまえまして、

ご質問・ご意見等がございましたら、よろしくお願いします。いかがでしょうか。 

澤井委員 ちょっとコメントさせていただきます。守泉先生、ありがとうございます。フ

ィットネス企業は財務がもう軒並みすごく悪くなっていて、見て分かるとおりな

んですが。有明アリーナの評価もさせていただいていて、現地を見学させていた

だきまして、本来トレーニングジムを入れる予定だったんですけど、今、事業を

止めてるそうです。あそこも確かフィットネス企業が入っていたと思いますけど

も、まだ空き空間のままになっていて、どうしようか迷っている。要はコロナに

なってしまったので、恐らくお客さんが来ないんじゃないかっていうのがあっ

て、見直しを検討しているというような話を聞きました。そういうことを考える

と、やはりコロナ禍ですごく厳しいのかなと。もちろんちゃんとやっている所も

あるんだとは思いますけども、なかなか厳しいようで、コロナが沈静化して落ち

着いた後、ある程度戻って来るとは思うんですけどね。恐らくこういうリスクは

常に抱えているのと、新しい生活様式が広まっていって、お客さんは 7～8 割方

戻って来てくれるとは思っているんですが、ただ前のようにはいかないかもしれ

ないですし、公共施設におけるフィットネス・ジム事業のあり方っていうのも、

考えなければいけないのかな、と思ったところです。 
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澤井委員 意外と影響なく戻って来てくれるかもしれませんけれども。当該企業ももちろ

んですが、採用する都の側も、そういうリスクを織り込んで考えていかなきゃい

けないのかなと思います。例えば、そういうところに対応するようなことをきち

んと示せる企業を選んでいかなければいけないのかな、という風に思いました。 

守泉委員長 ありがとうございました。私も澤井先生のおっしゃるとおり、スポーツのフィ

ットネス業界はコロナ後どうなるのかなというのが、やはり非常に懸念される部

分なんですね。現状、業績が悪化している所というのが、1 つは非常に小規模で

低価格路線でやってきた所が軒並み閉鎖をしているというのがあります。それは

1 つには幽霊会員というお金だけ払ってあまり来なかった人を結構抱えていたん

ですけれども、その人達がもう本当に完全に辞めてしまってきているというのが

ございます。それから小規模の施設ですと、やはりコロナの空気感染ということ

に対してなかなかリスクが高い。一方、先程出てきたセントラルスポーツという

のは、規模や施設自体が結構立派な高級化路線でやっていて、施設自体が非常に

広かったりとかすることで、空気感染のリスクに関しては多少とも結構対応がで

きるということがあります。そうなると、例えば別の業界でライザップが今高齢

者向けのリハビリ関係のところに出てきてて、結構それなりの売上を上げてるん

ですけれども、そういう風に健康志向に関してっていうのは、決して将来変わっ

てくることではないと思うんですけれども、それと施設の関連ですね。施設がや

はり非常に広い所で換気が非常にきちっとできるというような所を持っている

所であれば、十分対応はできると思うんですが、そうじゃない小さい所を借りて

やっている所は、非常に厳しいのかなという風には思われます。これに関して小

海先生、何かご意見とかありますでしょうか。 

小海委員 トレーニング関係は、例えば昨年コロナ最初の時期、トレーニングのところで

全部止められて、例えばうちの大学のトレーニングルーム結構大きいのあるんで

すけど、授業とかで、15 人位ですか、広い所に入れないような対策をして、普段

50 人くらいで使う所なんですけど、本当にこう感染対策を相当慎重になりながら

やってるような状況なので、多分同じことが営業されている所でも全部起きてる

のかなということは推察できます。それぐらいでよろしいでしょうか。 

守泉委員長 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思いまして、やはり大学に関し

ても合宿所で、管理がうまくいっていない所は集団感染したりとかしてますよ

ね。その一方で、体育の授業を本当にやらなくなってしまった大学と、それに関

しては、どうしても対面で必要だからっていうことで十分な注意をしてやってい

る所と、いくつか分かれています。そういう面では、やはりこの業界自体が決し

て駄目になるような業界ではないとは思うんですけども、 
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守泉委員長 以前と変わった形で対応していかなきゃいけない部分があって、それに対してど

こまで対応ができるのかというところは注視していく必要があるのかなという

風に思います。その辺もふまえまして、財務的なところでは、あえて 0 というの

をつけさせていただいてるわけです。他に何かご意見とかございますでしょう

か。よろしいでしょうか。他にご意見等が無いようですので、東京体育館の評価

に関しては、先程の別紙のとおりとさせていただきたいと思いますがいかがでし

ょうか。よろしいですか。ご異議が無いようですので、別紙のとおり二次評価は

B とさせていただきます。 
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財務状況に係る二次評価の審議【駒沢オリンピック公園総合運動場】 

 

発言者 内容 

守泉委員長 続いて駒沢オリンピック公園総合運動場の審議に入りたいと思います。二次評

価案につきまして、事務局より説明がございます。 

平澤課長 それでは、二次評価案について事務局から説明をさせていただきます。前回か

らの変更点は赤字で記載させていただいております。こちらも守泉委員長と澤井

委員からそれぞれご意見をいただいているところで、記載を反映しております。

守泉委員長からは、代表団体においては先程の 4 期連続赤字というところのご指

摘をいただいてるところでございます。澤井委員からは、財務状況については特

に大きな問題はみられないというコメントをいただいております。総合評価とい

たしましては、全ての委員から B 評価で変わらないといった評価をいただいてい

るところでございます。すみません、ちょっと先程申し上げれば良かったんです

けれども、一点ちょっと事務局からご説明したい事項がございまして、守泉委員

長に評価いただいております東京都スポーツ文化事業団の評価の中で、資金の関

係で昨年度の下から 6 行目からの「まだ資金繰り上の問題はないが、この時期に

預金 1 億円を投資有価証券に振り替えているのは気になる点である」という点を

確認いたしましたので、ここでご報告させていただきます。こちらの内容に関し

ましては、この事業団が基本財産 5 億円をこれまで都債あるいは国債で運用をし

ておりました。ところがですね、令和元年度で満期を迎えた都債に関しまして、

それを、また改めて都債で買うというようなところを判断する段階において、非

常に都債の利率が低いといったことがありまして、一方で取引のある銀行から 1

年間の定期預金で特別に金利が高い定期預金を勧められたというところがあり

まして、1 年間定期預金で運用をいたしました。それで令和 2 年度になりまして、

その定期預金が 1 年で満期を迎えまして、利率としては通常の低い利率に下がっ

てしまうというようなことがあったために都債のほうが利率が高いといったこ

とがございまして、令和 2 年度に都債を購入したというような実態がございまし

て、結果としてこの預金 1 億円を有価証券にこのタイミングで振り替えたという

状況になってございます。これは事業団からの説明でございます。事務局からは

以上でございます。 
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守泉委員長 ありがとうございました。駒沢オリンピック公園総合運動場につきまして、前

回までの審議では B 評価ということ、それから先程の事務局からのご説明の点、

これに関しては金融商品関係という、私もよく私立学校がどういう投資運用をや

ってて損がないかというのを監査をしたことがあるんですけども、まず大切なの

は資金の運用基準というものの規程がまずきちんと作ってありますか。それに見

合ってリターンだけではなく、リスクもどういう風に定量的に評価をして、よく

あるのは例えばモーニングスターの評価とかっていうのがあるんですけども、そ

ういうようなものの評価を見て、判断をしてましたというところを見ていってる

んですが、今のご説明の中で投資有価証券の内容というのが、都債をさらにもう

一度購入をしたという点ですので、それに関しては特には問題は無いのかなとい

う風に思われます。この駒沢オリンピック公園総合運動場につきましては、財務

状況の私の記載の部分の右側の所に、先程と同じように、指定管理者業務収支状

況というのがございます。これは先程の東京体育館とは多少状況が違って、収入

のほうは計画よりも減ってます。それに合わせて支出も削減をしてっているんで

すが、結果としては 2,400 万円ほどの収支差額が出てきております。つまりコス

トの削減というのは、なかなか追いついていなかったという部分がございます。

この部分に関しては、やはり指定管理者の各団体が全体としてこの部分を負って

きてるということにはなるんですが、その中で先程もあったみたいなスポーツ文

化事業団は同じなんですけども、オーエンスは業績は良いということ。それから

レクリエーション協会がなかなか収益が減ってる段階でも、何とかここに書かれ

ているような形で踏みとどまって堅調な決算を行っているということがありま

す。ですから、外的な要因が結構大きいながらも、その中でこの段階で留まって

いるということがありまして、総合評価の財務のところに関しては、先程のよう

に 0 ではなく 1 という形になりました。その結果として財務内容のところが三角

ではなくて、丸という形に変わっております。 

それらのことにおいて、それからその他の事項も含めて、何かご意見ご質問が

あればお伺いさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。いかがでしょ

うか。 

丸山委員 じゃあ 1 点いいですか。東京では初めて私どもの関係団体、47 都道府県のレク

リエーション協会が私どもに全て加盟をしております。支部ではないんですが、

それぞれ独立し個性を持った団体ですけれども、一応加盟をされていますので、

各都道府県のレクリエーション協会の財務等については、毎年、年度当初に全部

書類を出していただいてチェックするようにして、 
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丸山委員 特に問題がある時には現地に指導に行って、改善するという方法をとっておりま

す。他府県には指定管理をしている例はあるんですけれども、東京では初めて核

団体の名前が載ったのでちょっと注視して見ていたんですけれども、基金が東京

都の場合、社団法人が 3,000 万円必要ということで、社団法人になる時に、3,000

万円ちょっと欠けたんですけれども基金を用意したんです。ところが指導で一般

社団法人になる時には基金を取り崩せっていう指導があったという風に伺って

いるんです。そのために 3 年計画か何かで 0 にしていくということだったようで

すけども、ただ法律上は一般財団法人・一般社団法人に関する法律の中では、基

金を持って良いことになっているので、どうかなっていう風に思ったんですけれ

ども、そういう指導があったということで、そうですかという風に了解をしたん

ですけれども。そういうことで取り崩していたようです。以上です。 

守泉委員長 ありがとうございました。私もここに記載を少ししてるんですけども、前期も

そうですけど、基本財産の前期 300 万円のものを 200 万円に減少させてるんです

ね。一般社団・財団法の場合には、今おっしゃったみたいに、特にこれに関して

の制限はなくて、その中でこういう事をやっていく場合には業績が一つの中では

資金繰りが大変でここを取り崩すというようなケースもあって、その場合にはき

ちっとした理事会ないしはその後の評議委員会での説明が行われ、文書に残って

ますかというところをチェックするんですが、私のほうが質問したところの回答

を事務局からいただきまして、ここは公益認定をもらう予定らしいです。公益認

定は私も関わったことがあるんですけども、先程の基金関係を取り崩していかな

きゃいけないので、それに従った形で長期計画のもとで、段階的に取り崩してい

るんだというようなご説明でありました。それは業績のマイナスという面ももち

ろんこういう状況ですから仕方がないんですけれども、それと共に、公益認定を

取りたいということで、内部統制の充実とか各指導に関して従って業務をやって

きてるという状況らしいです。 

丸山委員 ありがとうございました。よく分かりました。 

守泉委員長 他に何かございますでしょうか。よろしいですか、他にご意見等が無いようで

すので、駒沢オリンピック公園総合運動場の二次評価につきましては、先程の別

紙のとおりとさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいで

しょうか。ご異議が無いようですので、別紙のとおり二次評価に関して、B とさ

せていただきます。 
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財務状況に係る二次評価の審議【東京武道館】 

 

発言者 内容 

守泉委員長 続いて、東京武道館の審議に入ります。二次評価案につきまして、事務局より

説明をお願いいたします。 

平澤課長 東京武道館につきまして、二次評価案について説明いたします。前回から変更

している点は 2 点でございまして、こちらも守泉委員長と澤井委員にご意見をい

ただいているところを反映してございます。守泉委員長からは東京体育館と同様

の内容となりますが、代表団体が 4 期連続赤字というようなところと、もう一つ

の構成団体であるティップネスに関しましても、先程ご説明いただきましたとお

りで親会社からの資金の流れと、そういったところの動向に留意する必要がある

というご意見をいただいております。澤井委員からのご意見としては先程の東京

体育館と同様に、新型コロナの今後の感染の状況などもふまえて、新しい生活様

式に適合したサービスの形態やビジネスモデルを考えていく必要があるという

ご意見をいただいているところでございます。総合評価に関しましては、4 名の

委員から B のままで変更ないといったご意見をいただいてございます。事務局か

らは以上でございます。 

守泉委員長 ありがとうございました。東京武道館につきましては、前回までの審議で B 評

価となっております。財務状況の内容をふまえまして、審議を行いたいと思いま

すが、まずは財務状況のところの説明をさせていただきます。財務状況の右側の

ところの指定管理者業務収支状況に関しましては、計画の収支は 0 という形だっ

たんですが、実績に関しては 1,300 万円ほどのマイナスになっています。これは

やはり支出が増えたということもございますけども、収入の面でその他自主事業

からの繰入金がマイナスの 1,500 万円になってるということ、自主事業がマイナ

スということは 1,500 万円を自主事業に当ててるという意味なんですかね。これ、

ちょっと事務局にご説明をいただきたいんですけれども、せっかく例えば東京都

が、これは体育施設利用料収入は計画よりも多いんですよね。スポーツ振興事業

収入も多いんです。その他は減ってるんですけれども、そうすると収入が増えて

いくはずなんですけども、それをその他自主事業の繰入金のほうに入れてるとい

うような形になるんですけれども、その辺の事情を事務局のほうでご説明いただ

けますか。 
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平澤課長 すみません、今いただいたご質問につきましては、確認をいたしまして確認で

き次第こちらで報告をさせていただきます。すみません、すぐにご回答できず申

し訳ございません。 

守泉委員長 そのような事情があって、ただ自主事業の部分をカバーさせてあげてるのかな

というのは疑問点があるというか。それから、左側にいきますと、先程ご説明し

たスポーツ文化事業団とティップネスの組合せの部分のリスクがいくつかある

という点をふまえまして総合評価としましては、元々代表団体に関しては東京都

の管理団体なので、財政余力としてはまだ取り崩せる部分もございますし、公的

機関からの収入も増加をしているので、4 期連続正味財産増減額が赤という、そ

ういうティップネスの部分をふまえまして、それから先程の事情も入れて、総合

評価をあえて 0 という風にさせていただいています。そのために、ここの部分に

関しては、三角がついているということでございます。これらと管理状況等をふ

まえまして、何かご意見ご質問等がありましたら、よろしくお願いいたします。 

小海委員 先程の守泉先生の収支状況のご指摘いただいた中で、あともう 1 個ちょっと分

かりづらかったのが人件費なんですけど、人件費も増えてるっていう、1,000 万

円ほどですか、950 万円とか。他のところは全部何らかの事情で人件費が削減さ

れてるんですね。ここだけが多分増えてるんですが、そこが何かなというのを確

認したいと思いました。以上です。 

守泉委員長 そうですね、スポーツ文化事業団の部分を見ますと、先程も話したように福利

厚生費というのは結構例えばワクチンの接種をやった場合とか人間ドックを受

けた場合とか、そういうのに入れたりしていて、福利厚生費で色々関わってくる

部分があるんで、こういう状況で増えるのは仕方がないんですけども、それ以外

の給与・手当関係のところが、こういう風に売上が減ってきてる中で増えるって

いうのはあまりないんですよね。考えられるとすると、ものすごい残業されてい

るような、何か対応があったのかなと。ただそうは言ってもこの状況ですと、オ

リンピックが延期になった部分に関しての対応というのがあるかもしれないで

すけども、まだコロナ対応があるのかもしれないですけども、なるべく業務をリ

モートでやれというような形になっているので、働き方改革の中では、残業代等

が減っていってもおかしくはないはずですね。そうするとなんでこういう現象が

起きるのか、人を何か増やすような形があったのかというところが分からないの

で、そのあたりは事務局のほうに問い合わせて、後ででもよろしいので、結果を

教えていただければと思います。そんな感じでよろしいですか。 
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平澤課長 事務局からですけれども、今いただいたご質問については確認してまた結果を

共有させていただきたいと思います。 

守泉委員長 ありがとうございます。他に何かございますか。 

では他にご意見等が無いようですので、東京武道館の二次評価につきまして

は、別紙に、先程のものに示したとおりという風にさせていただきたいと思いま

す。ご異議が無いようですので、別紙のとおり二次評価を B という風にさせてい

ただきたいと思います。 
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財務状況に係る二次評価の審議【東京辰巳国際水泳場】 

 

発言者 内容 

守泉委員長 続いて東京辰巳国際水泳場の審議に入ります。二次評価案につきまして、事務

局より説明をお願いします。 

平澤課長 東京辰巳国際水泳場の二次評価案について説明をさせていただきます。こちら

につきましても 2 点ご意見をいただいているところを反映してるところでござい

ます。まず守泉委員長からはこれも今までと同様となりますが、構成団体の東京

都スポーツ文化事業団が 4 期連続赤字といったところで懸念材料といったところ

のご指摘をいただいているところでございます。澤井委員からは財務状況につい

ては大きな問題がみられないといったご意見を反映してるところでございます。

総合評価に関しましては、こちらも 4 名の委員から全て B 評価で変わりないとい

ったご意見をいただいてるところでございます。事務局からは以上でございま

す。 

守泉委員長 ありがとうございました。東京辰巳国際水泳場につきましては、前回からの審

議で今ご説明があったように B ということです。さらに財務のところに関しまし

ては、これは事業者の健全性のシートのところで、先程と同じように、指定管理

者業務収支状況を見ますと、ここは収支の差額が計画が 0 であったのが実績とし

ては 6,400 万円ほど、かなり余らせているんですね。これは収入の大幅な減少、

より以上に、管理運営費の部分、これは業務を行っていなかった部分も的確に、

うまくコスト削減につなげて、かなりのコスト削減を行って、結果として 6,400

万円ほど余らせた形です。それだけ変化に対してうまく対応ができているという

ことが言えるのではないかという風に思われます。それを受けて、左側のほうと

しましては、各団体に関しては先程の団体以外のところでも、セントラルスポー

ツは先程ご説明をしたとおりです。それから水泳協会に関しても、先程ご説明を

したとは思うんですが、ここに関しては現預金は大幅に増加しているんですが、

未払金が 680 万円と大幅に増加しているので、この状況はできれば調べていただ

いたほうがいいのかもしれないです。この未払金というのは 1 年以内とか経営循

環の中で、支払っていかなきゃいけないので、それが急激に増えていくっていう

のは、何か支払うべきものが支払えなくなってる場合がある。そのような場合に

は、これは流動負債ではなくて固定負債に持っていかなきゃいけないんですね。

ところが流動負債のままで未払金というのがあるので、通常の営業循環の中で、 
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守泉委員長 未払いのものがただ単に膨らんでるのかなという風に、善意では見えるんですけ

ども、本当にそうであるのかなというところは確認をする必要があるのかもしれ

ないということです。ただ一方で、経常収益は大幅に減っている中で、税引前当

期一般正味財産増減額が 400 万円とかろうじて黒字を維持しているという点と、

それから借入金もないというところですので、2 としているということです。全

体としてかなりお金を効率的に余らせているという点も勘案して総合評価とし

ては、2 とはしていないけれども 1 ということで安定的に推移をしているという

風に分析をしました。これらもふまえまして、何かご意見ご質問があればよろし

くお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいですかね。 

他に何かご意見等無いようですので、東京辰巳国際水泳場の二次評価につきま

しては、先程の別紙のとおりとさせていただきますが、いかがでしょうか。 

ご異議が無いようですので、別紙のとおり二次評価を B とさせていただきま

す。 
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財務状況に係る二次評価の審議【有明テニスの森公園テニス施設】 

 

発言者 内容 

守泉委員長 続いて、有明テニスの森公園テニス施設の審議に入ります。二次評価案につき

まして、事務局より説明をお願いいたします。 

平澤課長 有明テニスの森公園テニス施設について、二次評価案を説明いたします。こち

らも、2 点のご意見を反映しているところでございます。1 点目、守泉委員長の

ご意見でございますが、代表団体、構成団体ともに現在の経営環境にあっても堅

調に推移しているというご意見をいただいております。澤井委員からも、財務状

況について特に大きな問題はみられないといったご意見をいただいております。

総合評価に関しましても、4 名の委員全ての皆様から、B 評価で変わりないとい

った意見をいただいているところでございます。事務局からは以上でございま

す。 

守泉委員長 ありがとうございました。有明テニスの森公園テニス施設につきましては、前

回までの審議で B 評価となっております。本日の財務状況については、また健全

性のところを見ていただきますと、右側のところの指定管理者業務収支状況、体

育施設利用料収入というのが計画と実績、ほぼ同じ金額になっています。計画ど

おりに。体育施設の利用料って普通は結構変動したりするっていうのはあるかと

思うんですけど、ほぼぴったりっていうのは不思議な数字は不思議な数字なんで

すけども、結果として収入に関してはほぼ計画どおり、でその中で支出に関して

管理運営費のところが大幅にコスト削減ができた結果として収支差額としては

2,900 万円もの余りが生じているということです。それに対して団体名のところ

ですが、左側に移らせていただきますと、東京港埠頭株式会社につきましては、

東京都が株主になっている団体なんですけども、業績が非常に堅調であると。そ

れからテニス事業協会につきましては、経常収益は下がってきているんですけど

も、経常費用もそれに合わせてうまく下げて、税引前の当期利益というのは前期

は 400 万円ほど赤だったんですけど、今期は黒字化をしているというところがご

ざいます。財務上の特定資産等がまだそのまま保持されていますので、資金繰り

等の問題は生じてないです。なお、固定負債における退職給付引当金の金額が、

5 年間変動がないというのは疑問が持たれるという点なんですけど、これの質問

の回答としましては、退職金の制度、原資をどうやって作るかといった時に、内

部の資産として原資を作っておいて退職金に備えるケースと、 
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守泉委員長 外部の資金を利用するケースがあります。外部の資金を利用するケースの典型的

なものとして、中退共、中小企業退職金共済制度に加盟するというのがあって、

中退共に入ると、中退共の掛け金というのが税務上は損金になるので、有利にな

るんですね。そうじゃなくて自分のところでお金貯めてる部分に関しては、退職

給付費用というのを会計上は計上しても、税務上はそれは損金にならないんで、

その部分は税金の計算の時に控除してる。中退共を入れるとその分損金になるの

は有利なので、そこの部分のところの計上があるので、退職給付引当金の金額は

変わってはいませんよという説明になっています。ただ本当は中退共も退職金の

制度の一つなので、中退共の掛け金でどれだけ出ていくのか、A さんという人が

退職した時に、どれだけ全体で退職金もらえるかの問題なんですね。100 もらえ

ることがありましたと、そのうち内部資金では 70 で中退共では 30 だといった場

合に、これを合わせて退職給付引当金に計上するのが、本当は会計上は一般的な

んですね。ですから、だんだんこう年功序列で上がっていくんであれば、そうは

言ったとしてもここの部分は上がっていくはずなんです。ところが、説明の中で

は中退共はそれに含まれませんというので、中退共の掛け金は退職給付引当金に

含まれてないっていうことになるんですね。会計上あまりそれは望ましくはない

なというところはあるんですけども、重要性の問題で、掛け金がそんなに大きい

ものではない、割合がそうでない場合には、容認されるのかは監査の問題ですね。

私であれば、ここのところを含めて計上してくださいというような指導をすると

思いますけど、そういうことがあると。ですから、理由としましては、会計上の

疑問点は残るんですけども、財務上は特には問題がないということで、お金も相

当、実績としてコスト削減の効果でお金を余らせてるということがございますの

で、総合評価は 2 という風にさせていただいています。これらと、それから先程

の管理状況等をふまえまして、何かご質問ご意見があればよろしくお願いいたし

ます。 

小海委員 以前も確認したかもしれないんですが、細かいことで確認なんですけど、指定

管理者業務収支状況の一番下のほうです、自主事業及び利用者サービス事業の、

報告だと収支差額 100 万円ちょっとが繰入額になってないんですけど、この繰入

れないお金はどこにいくのかなって思いました。すみません、お願いします。 
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守泉委員長 おっしゃるとおりだと思いまして、ここの部分は自主事業の部分の収支状況と

いうのは、自分たちで使うのか繰入れるのというのは、自由裁量なのかなという

風に私は想定をしていたので、特に言及はしなかったんですが、このあたり事務

局のほうで何かご説明していただける点はございますでしょうか。 

鈴木部長 すみません、ちょっと今確認して後ほど報告いたします。 

守泉委員長 他にご意見等が無いようですので、有明テニスの森公園テニス施設の二次評価

は、先程の別紙のとおりとさせていただきますが、よろしいでしょうか。ご異議

が無いようですので、別紙のとおり二次評価を B とさせていただきます。 
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財務状況に係る二次評価の審議【若洲海浜公園ヨット訓練所】 

 

発言者 内容 

平澤課長 若洲海浜公園ヨット訓練所の二次評価案について説明いたします。 

こちらも 2 点のご意見を反映させていただいております。1 点目が守泉委員長

からのご意見で、代表団体、構成団体の 1 社については、現在の経営環境にあっ

ても堅調に推移しているところですが、ティアンドケイについては経営が悪化し

ているということと、借入金が急増しているということで、注視が必要というご

意見をいただいているところでございます。 

2 点目に関しましては、澤井委員より、財務状況については一部事業者に懸念

はあるが大きな問題はみられない、といったご意見をいただいているところでご

ざいます。 

総合評価に関しましては 4 名の委員の皆様から B というところで変わらない、

といった評価をいただいております。事務局からは以上でございます。 

守泉委員長 ありがとうございました。若洲海浜公園ヨット訓練所につきましては前回まで

の審議で、今お話があったように B 評価となっております。次に財務状況につき

ましては、事業者の健全性を見ていただきますと、指定管理者業務収支状況の部

分につきまして、収支差額に関して 970 万円ほどのお金が残っているというとこ

ろです。一方、構成団体なんですが、先程の東京港埠頭株式会社は置いておきま

して、マリンプレイスに関してはここに書いてあるとおり、ほぼ前年と同じよう

に。ティアンドケイに関しては財務状況自体 10 年近くずっと見ていくと時々大

きな赤字が出たりとかすることがあったりするんですね。それが、今期は売上が

ほぼ半分になってしまっていて、その一方で流動比率 211.72%ということで形式

的には安定性は確保しているんですけれども、自己資本比率は 1.36%ですから、

おそらく本期中では債務超過になっている可能性はあると。その一方で、結構多

額な借入がここで行われてきているので、銀行側がこういう状況で融資に応じて

いるということなのでしょう。ただし、売上が半分ぐらいになるというのは、か

なり大きなことである。そのためにここは 0 にしてあるんですけれど、総合評価

は 0 ではなく 1 にしてあるというのは、ティアンドケイによって何か問題があっ

たとした場合でも、先程の事務局からの説明があったように、ティアンドケイは

ゴルフ関係の会社でして、主にゴルフ関係がらみで、仕事の管理とか、そういう

ところに関わってきているので、ヨットの業務というのとは直接的には影響がな

い。 
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守泉委員長 仮に何かがあった場合だとしても、その辺は大きく状況が変わる訳ではない、と

いうことは考えられる。それから、借入金ができたということは、逆にこの期は

任せられるという部分を金融機関が見ているんでしょうね、ということと、総合

的な判断からここは 1 にしているということでございます。 

これらをふまえまして先程の管理状況等も含めて何かご意見ご質問があれば

よろしくお願いいたします。 

ご意見等が無いようですので、若洲海浜公園ヨット訓練所の二次評価は別紙の

とおりとさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。ご異議が無いよ

うですので、別紙のとおり評価を B とさせていただきます。 
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財務状況に係る二次評価の審議【武蔵野の森総合スポーツプラザ】 

 

発言者 内容 

平澤課長 それでは、武蔵野の森総合スポーツプラザの二次評価案について説明をさせて

いただきます。こちらにつきましても、変更した点は 2 点でございます。 

1 点目が守泉委員長からのご意見でございます。現在の経営環境の中で、代表

団体、及び構成団体 2 社、シミズオクトと東京ドームスポーツでございますが、

こちらは 2 期連続で赤字で、更に赤字額が増加している点について注視する必要

があるというご意見をいただいております。 

また、もう一つのご意見が澤井委員からでございまして、こちらは東京体育館

と同様でございますが、事業者の財務に脆弱性がみられるというところと、フィ

ットネス事業については新型コロナ感染の動向や新しい生活様式に適合したサ

ービスの形態、ビジネスモデルを考えていく必要があるというご意見をいただい

ているところでございます。 

総合評価に関しましては 4 名の委員皆様から B 評価で変更ないといった評価

をいただいているところでございます。事務局からは以上でございます。 

守泉委員長 ありがとうございました。武蔵野の森総合スポーツプラザにつきましては、今

ご説明があったとおり、前回までの審議で B 評価となっております。財務の部分

につきまして、右側のところでは、収入が大幅に減った分、支出も大幅に削減し

て、収支差額としては指定管理業務として 1800 万円の収支の余剰を生じていま

す。こういう状況でありながら、各団体なんですけれども、東京スタジアムの業

績が、売上が大幅に減っているということもあって、ここに示したような赤字の

状況、当期純損失が 2 期連続赤字となっております。ちょっと東京スタジアムに

関してはマネジメントの面でなかなか難しいのかなと思うのが、下に書いてあ

る、役員のほとんどが自治体の長とか関連会社の兼務の状況である、従業員も全

員が出向者であるということで、うまく経営として引っ張っていって黒字化する

場合に、誰かがリーダーシップをとって誰に指示をしてというのは、なかなかこ

ういう状況の時にトップダウンを発揮するのが難しい状況なのかなということ

がありまして、経済環境の変化に対応した、一体的な、機動的な経営の可能性が

懸念されるというような書き方をしていて、評価を 0 としています。 

一方、京王設備サービスは京王電鉄の子会社で、ここは非常に業績が良くて鉄

道会社からの仕事も、もちろん子会社ですから安定的にもらって非常にずっと安

定的な会社です。 
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守泉委員長 次のシミズオクトなんですけれども、ここがまさにイベント関係をやってます

ので、イベント関係のところはほぼ仕事がゼロになっている状況なんですよね。

ですから、ここに示したように、売上高が半分以上なくなってしまっている状況

で、流動比率が 100%を切らないでなんとか短期の借入金の出る中でうまく資金

繰りをやってる、という点は分かるんですけれども、売上高がここまで下がると

かなり苦しいと思います。そのために 4 月 1 日に会社分割をして、いち早く動い

たと思うんですね。それで、不動産の管理部門をホールディングスのほうに戻し

て、人件費の減額や、資本金も 1 億円に減資をして、資本金を下げるとその分、

住民税等に関しても少し少なくなっていく部分もございますし、そういう面では

プライドはもう捨ててっていうか、そういうことも考えてこういうものに対応は

している。おそらくこの現状はしばらく続くということを想定して、ここまで動

いてきているんだと思います。ただ、そうは言ったとしても、イベント会社とい

う業界であるというところで 0 という形にしています。 

東京ビジネスサービスに関しては、ここに記載したとおりです。 

それから、株式会社東京ドームスポーツなんですが、ここは以前から、コロナ

前からなんですけれども、フィットネスクラブの東京ドームというのがなかなか

こう、経営上うまくいってない。感覚的に見ると、ここの場所であってネームバ

リューもあるし、いいのかなと思うんですけど、なかなかうまくいってない状況

であったというのに続いて、今回のコロナ禍で売上高も更に下がってきてしまっ

ていると。それらに対して、4 行目のところで書いてあるように、雇用調整助成

金や緊急雇用安定助成金等を受給はした。確実にその辺は取ることは取ったんで

すが、施設の休館による損失がこれだけでてきている。それで、提携先のところ

の業務委託契約を一部解除したことによって、契約に対する違約金ということ

で、4200 万円ほどの支払いをしているということと、減損損失として 7000 万円

が負担になっているということで数字が大幅に悪くなっている。そのために 0 に

させていただきました。 

それで、ここのグループに関しては先程の指定管理の収支としてはプラスで余

らせていながら、それ以外の部分の各会社の本業がかなり圧迫しているという、

悪化している企業が複数ある点をふまえまして、総合評価は 0 という形にさせて

いただいております。 

ここまでの説明と先程の管理状況、事業状況をふまえてご意見ご質問があれば

よろしくお願いいたします。 
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鈴木部長 すみません、よろしいでしょうか。 

守泉委員長のご意見のところで、役員のほとんどが自治体の長とかだというこ

とで、機動的な対応が十分じゃないというようなところがございましたけれど

も、昨年度の状況で、経営、財政が非常に悪化したのは、とにかくコロナでスタ

ジアムが使えなくなったということでの収入減というのが非常に大きいという

風に考えているんですね。それを、例えば別のもの、つまり J リーグなどにスタ

ジアムを貸し出している貸館事業を別のものに切り替えていくかというと、なか

なかやはり J リーグっていうのは東京スタジアムにとっては大口の収入先であっ

て、そういう訳にはいかないということもあり、なかなかコロナ対応で舵をきれ

なかったというような事情があったかと思うんですけれども、このご指摘という

のは、何かもっと別の収益の方向があったんではないかというようなご指摘なん

でしょうか。 

守泉委員長 まず、その可能性は確かにあると思うんですよね。別の収益ということで、例

えばオリンピック関係が延期になったことに伴って色々な機材等を保管しなき

ゃいけないので、保管の部分を、空いてる所に保管することによって、オリンピ

ックの団体のほうから賃料をもらうとか、そういうこともできるかもしれないで

すし、それからコロナの接種関係の会場にいち早く名乗りをあげて対応するとい

うこともできたかもしれないし、それはどういう方法があるのかっていうのは、

私から経営に直接携わっているという訳じゃないのでなんとも言えないんです

けれども。ただ一般的に言うと、ほぼ公的な団体なんですよ、その時に、こうい

う形で、こういう方法をすぐにやりましょうという経営戦略を、まず誰が立てる

のかっていうのがあります。で、立てた場合でも実際それですぐに動けるかって

いうと、やはりこれだけ利害関係者があると必ず、例えば自治体のほうとかに、

こういうことをやりたい、こういうことでよろしいですかっていうことを、稟議

で回していかないと承認を得られない中で、勝手にやることはなかなか難しいの

ではないかっていうのがある。 

それからもう一つは出向者の問題が、これが自前のところですと、縮小するか

ら辞めてください、退職金払いますからっていうこともできますし、出向解除と

いうのを短期的にすぐにできる場合はあります。ところが出向の契約の状況によ

っては、それが短期ですぐにできないような契約になっていると、なかなかそれ

が労働法上難しいケースもあるので、やはりそういう面で契約上の問題等があっ

て、いかにこうするのがベストだと思っても、なかなか身動きが取れない状況な

のかなというのが懸念されるということです。 
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鈴木部長 その実際の収益策でもっとこういう余地があったというよりは、構造のお話を

なさっている訳ですね。 

守泉委員長 そうですね。私がもしここのところに携わっているとすると、こういう調整で

結構、中の経営者の方達は利害関係者の調整で非常に大変なんじゃないのかなと

いう気がするんですね。 

鈴木部長 派遣元との契約上、すぐに切れないとか、そういう点は通常の会社と違う事情

があるかなと、そこはそうだなと思いますけど、前段のほうで、例えば資材置き

場でもって組織委員会からお金をとれたんじゃないかとか、ワクチン接種会場に

いち早くとか、ワクチン接種会場としてもですね、そこはまた、直ちに収益に結

びつくことではないし、組織委員会の関係のことを申し上げれば、やはり開催都

市契約上、これもまた、収益や料金をとれる話でもないような、そういう事情は

あったと言う風に思います。そのような、確かに普通の株式会社とは違う事情を

色々と抱えてることはそうだなとは思いますね。 

守泉委員長 なので、そういう風に意図的なものとか努力が足りないっていうことで 0 にし

ている訳ではなくて、やはりそういう、契約とかこの会社のあり方の部分から考

えていって、なかなか難しい、身動きがとれないでしょうと。そうすると、普通

であればお金をなんとか、ここでお金を余らせて対応したんですけれども、そこ

の部分が直接、自社の収益と連動することもなかなか難しいでしょうということ

で、努力は足りないという意味ではなくて、あり方としてこうではないでしょう

かということなんですね。 

鈴木部長 はい、分かりました。 

澤井委員 今のお話を聞いて、一応スポーツビジネス的な観点で言うと、今もうスタジア

ムビシネス自体が大きな転換点にはなっていますね。プロ野球は、今北海道の北

広島にできてきていますが、J リーグは今かなり、ここ数年気合を、力を入れて

専用競技場を各チームが持っていて、長崎はかなりジャパネットさんがお金入れ

てやりますけれども、もう本当、専用競技場になっているんです。それで、おそ

らくいくつか僕の知ってるだけでも専用競技場出しするものがまだ次から出て

来るんですね。そうすると、東京スタジアムが陸上競技場兼用ですよね、ちょっ

と中途半端なんです。陸上競技場としてもちょっと中途半端なんですけれども、

かつ、このコロナですよね、コロナ様式。おそらくこれからスタジアムビシネス

が大きく変わっていく訳なんで、東京スタジアムさん、多分すごく大変だと僕は

思います。今は FC 東京と、ベルディもあったんですけど、ベルディは出て行き

たくてしょうがないんですね、FC 東京さんも探してますよね、既に。 
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澤井委員 ご存知かと思いますが、渋谷に作るという噂が、観測気球が上がっているだけで

あれはまあ現実的じゃないみたいですけど、J リーグに出ていかれる可能性も、

もうかなりあるし、出ていきたいし、ファンはみんな出ていってほしい、なぜか

と言うと専用競技場じゃないから。やっぱり専用の、トラックのない専用競技場

で、選手の近いところで見たいと、みんなファンがサポーターが、実現するんだ

って知ってるわけですよね。ある意味すごくいいスタジアムを見て帰ってくるか

ら、なんでうちはああいうスタジアムはないんだとなってきているんです。そう

いうスタジアムビシネスの経営の非常に大きな転換点になっている。どんどん変

わっていき、厳しい状況になってきている。加えて、このコロナで、僕は本当は

嫌いなんだけど新しい生活様式みたいなものがでてきちゃってしまって、イベン

トそのものが難しくなってきている状態なんで、この状況でやって経営体制みた

いなのがすごく大きな影響を与えるから、そういう意味では守泉委員長の意見は

同意できるところがあるなと。そこら辺はちょっと考える必要が本当にあると、

そこでこれから対応していかないと、東京スタジアム自体はあのままどうするか

ちょっと僕もあんまりいいアイデアはないですけど、ラグビーのトップリーグが

プロ化を目指して、完全プロ化みたいにはならないみたいですけれども、スポー

ツだけじゃなく色々なライブエンターテインメントとかですね、しかもそれをこ

ういうコロナ感染のあと、アフターコロナでどういうことを成していくか、とい

うのを業界をあげて色々こう試行錯誤が始まっていて、そういう、イノベーショ

ンが必要な段階にきていると、やはり経営体制に対して結構大きいんじゃないか

なとは、一応そういう風に思います。 

鈴木部長 ありがとうございました。 

守泉委員長 おっしゃるとおりだと思います。その辺もふまえると、株主に対してはいいん

ですけど、役員の構成をそういうような専門的な人達に任せて変えていく部分と

いうのはもしかして必要な時代になってきているのかなという風にも思われま

すよね。 

澤井委員 例えばプロ野球のフランチャイズとか、J リーグのホームタウンのフランチャ

イズとかに対してはですね、J リーグはなかなか進まないんですけど、プロ野球

は今球団が、半数以上のスタジアムを球団が経営しています。ただ、日ハムはな

んで北広島まで行っちゃったかというと札幌ドームの経営権を札幌市も北海道

もくれなかったんですね。あげなかったので、じゃあ出ていくっていうような話

になった訳です。要は自分たちで経営したい訳ですね。自分たちで、年間 70 試

合そこでやる訳なんで、明らかに日ハムの興行があのスタジアムのメインなんで

すね。他にも色々使いますけど。 
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澤井委員 で、彼らが経営したほうがビジネスや事業としては最適化されるんです。これは

もう世界のスタジアムみんなそうなってますので、アメリカの NFL やらメジャ

ーリーグやら NBA やらですね、ヨーロッパのサッカーもそうですけれども、フ

ランチャイズの球団、クラブが経営することによって最適化する。これは国内で

も、楽天ゴールデンイーグルスの宮城スタジアムとか千葉ロッテマリーンズとか

福岡ドームとかみんなそうです。広島のマツダスタジアムもそうですけれども、

行けば分かりますけれど全然違います、経営の内容から、サービスからしてね。

そう考えると、そういう流れはきますよと、だからそういう時にどうなるのかと

いうことですよね。そういうことを考えると、所有とかですね、経営とかってい

う部分っていうのは非常に大きなチャプターになってくるという、最近だと横浜

スタジアムもそうですけども。DNA が買収しますけれども、あれよく買収でき

たなと思いますが、スタジアム側の英断だったと思いますけれども、あれによっ

てもう、横浜スタジアム全然変わりましたね。ビックリしました。ずっと使って

ましたけど、いい立地だけど本当にしょぼいスタジアムだったのが、全然違うも

のになっていました。 

更に、ああいう時代になってくると所有系の問題ってすごく大きい、というご

紹介でした。 

守泉委員長 ありがとうございました。おっしゃるとおりだと思います。私もその辺も受け

てなんらかの形の見直しが必要なのかもしれないですけど、現在の制約というこ

とで 0 という風にさせていただいています。他になにかございますか。 

他にご意見が無いようですので、武蔵野の森総合スポーツプラザの二次評価は

別紙のとおり、先程のとおりとさせていただきますがいかがでしょうか。ご異議

も無いようですので、別紙のとおり二次評価を B とさせていただきます。 
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財務状況に係る二次評価の審議【東京都障害者総合スポーツセンター】 

 

発言者 内容 

守泉委員長 時間がちょっと押してしまいまして、申し訳ないんですけれど、続いて東京都

障害者総合スポーツセンターの審議に入ります。二次評価案につきまして事務局

より説明をお願いします。 

平澤課長 東京都障害者総合スポーツセンターの二次評価案について事務局から説明い

たします。変更点は 2 点でございます。1 点目は守泉委員長から代表団体は現在

の経営環境にあって堅調に推移しているというご意見、そして澤井委員からは、

財務状況について特に大きな問題は見られないと、この 2 点をいただいていると

ころでございます。 

総合評価は 4 名の委員全てから B 評価で変わらないといった評価を受けてお

ります。事務局からは以上でございます。 

守泉委員長 ありがとうございます。東京都障害者総合スポーツセンターにつきまして、今

ご説明があったように、前回までの審議で B 評価となっております。本日の財務

状況の内容をふまえて審議をしたいと思います。ここのところは同じ団体で、総

合スポーツセンター、多摩障害者スポーツセンターとあるんですが、指定管理業

務の収支状況に関しては、ほぼ計画どおりとはいえ、東京都障害者総合スポーツ

センターのほうは 400 万円程の、実績では、収支の赤になっている反面、多摩障

害者スポーツセンターに関しては微妙な形で黒字になっているという風に、施設

として明確に分かれている面がございます。その一方でどちらも担当している、

障害者スポーツ協会に関してはここに示しているとおり、振興基金預金が 2600

万円ほど切り崩してうまく対応はしています。その点で資金繰りには問題はない

という。ただ、会計上の問題としてセグメントで何々事業、何々事業という風に

やるんですけれどもその時に法人会計というのがあった時にこれは全体的な共

通費をここでまかなっているんですね。だいたい、法人会計の場合には、法人会

計は収入がなくて共通の費用だけを負担するんで、法人会計が通常は赤になるの

が普通の会計なんですけども、ここは法人会計が黒になってるってことはなんか

ここに法人全体の収益を入れてるのか、それとも費用按分がうまくできてないの

かは、ちょっと分からないんですけど、まあちょっと、細かい点ですが不思議な

数字だなという風には思います。ただ、全体としては特に前期まで 2 期連続赤字

だったのは解消されてますので、ここで 1 にさせていただいております。これら

をふまえましてご意見をお聞かせいただければと思います。いかがでしょうか。 
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守泉委員長 ご意見等が無いようですので、東京都障害者総合スポーツセンターの二次評価

は別紙のとおりとさせていただきます。よろしいですか。ご異議が無いようです

ので別紙のとおりに二次評価を B にさせていただきます。 
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財務状況に係る二次評価の審議【東京都多摩障害者スポーツセンター】 

 

発言者 内容 

守泉委員長 続きまして、先程も一部説明をしてるんですが、東京都多摩障害者スポーツセ

ンターの審議に入ります。二次評価案につきまして、事務局より説明をお願いい

たします。 

平澤課長 東京都多摩障害者スポーツセンターの二次評価案について説明いたします。 

先程の総合と同様の内容となっておりまして、2 点のご意見、1 点目が守泉委

員長から、代表団体は現在の経営環境にあっても堅調に推移しているというこ

と。澤井委員からは財務状況について特に大きな問題はみられないというご意見

をいただいているところでございます。総合評価につきましても 4 名の委員全て

の先生から B 評価をいただいているところでございます。事務局からは以上でご

ざいます。 

守泉委員長 はい、ありがとうございました。東京都多摩障害者スポーツセンターにつきま

しては、前回までの審議で B 評価となっております。本日の財務状況に関しては

先程もう既に説明をいたしました。それらをふまえまして何かご意見がございま

したら、よろしくお願いします。 

ご意見等が無いようですので東京都多摩障害者スポーツセンターの二次評価

は別紙のとおりとさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。ご異議

が無いようですので別紙のとおり、二次評価を B とさせていただきます。 
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全体整理 

 

発言者 内容 

守泉委員長 それでは本日予定されておりました 4 施設につきまして二次評価の審議が終了

いたしました。 

先程、繰入の部分とかがありますが、それらも含めて必要があれば再度評価に

つきまして確認、整理を行いたいと思いますが、ご質問等はございますでしょう

か。 

平澤課長 ここでご質問いただいた中で、答えを確認できました点を 2 点報告させていた

だきたいと思います。 

まず 1 点目が、東京武道館の人件費に関しまして、全体的に人件費、実績が減

少している傾向がある中で東京武道館が増加しているというところを、館のほう

にも確認いたしました。結果といたしましては、トレーニングルームですとかそ

ういったところを運営するにあたりまして、チェックシートを用意する、あるい

は消毒等を今まで以上に念入りに行うといった対応を行う関係で人を増員した

といったことがございまして、人件費のほうは計画よりも実績のほうが上回った

という結果になってございます。 

もう 1 点が、有明テニスの森に関しまして、収入の面で体育施設利用料収入が

計画と実績がほぼ同じ額になっている点でございます。こちらに関しましては、

有明テニスの森は昨年度開館したのが 10 月 25 日から 2 月 28 日ということで限

られた期間でございました。利用に関しましては全日本テニス選手権、この 1 大

会のみの利用となってございましたため、計画どおり行われたということで、実

績とほとんど変わらない結果になっているというところでございます。事務局か

らは以上でございます。 

守泉委員長 ありがとうございました。その他、3 日間、今回のこれについてご意見等ござ

いますでしょうか。よろしいですか。それでは進行を事務局にお戻しさせていた

だきます。 

鈴木部長 はい、守泉委員長どうもありがとうございました。以上で本日予定しておりま

した審議は終了いたしました。今年度はですね、オリンピック、パラリンピック

の開催の為に色々スケジュールに例年と違う変更がございまして、財務状況を分

けて評価いただいた訳でございますけども、そういった意味で何かとちょっと例

年以上にですね、委員の皆様にご負担をおかけしたことかと存じます。委員の皆

様に置かれましてはご対応中の中ご協力いただきまして、 
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鈴木部長 本当にありがとうございました。御礼申し上げたいと思います。今後とも引き続

き、東京都のスポーツ施策にご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

平澤課長 では最後に事務局からですね、今後の予定等につきましてご説明させていただ

きます。まず、今回ご質問いただいた事項の中で今日回答できていない点に関し

ましては、後日、質問と回答というところを合わせまして委員の皆様に連絡をさ

せていただきたいと思います。また、前回ご指摘いただきました二次評価の中で

団体が工夫や努力をしている点、これを、評価自体に変更はないものの記載内容

等に反映するといったところでご意見をいただいておりますので、その文案など

も反映したものは確認いただきたいという風に考えております。それら、本日に

ご審議いただいた点や評価の結果などに関しましては最終的に今後、所管局、当

局オリンピックパラリンピック準備局で総合評価を決定いたしまして 9 月頃に評

価結果を HP 等で公表する予定となっております。繰り返しとなりますが委員の

皆様のお名前についても公表する予定となっておりますので、よろしくお願いい

たします。また、議事録につきましては発言内容を要約したもので作成いたしま

す。議事録及び評価シートについては公開に先立ちましてご確認いただきたいと

考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。それではこ

れをもちまして、オリンピックパラリンピック準備局指定管理者評価委員会 3 日

目を閉会いたします。ありがとうございました。 

 


